
会　議　録 令和７年６月16日作成 令和11年３月末日廃棄

会議名 　京都府南警察署協議会（令和７年度第１回）　

開催日 　令和７年６月13日（金曜日）

時　間 　午後１時30分から午後２時55分までの間（85分）

場　所 　京都府南警察署　講堂

 　髙岡会長、塩崎副会長、髙橋委員、清水委員、矢部委員、図司委員、戸津川委員、

 　宮田委員、公文委員、今村委員 

出席者
 　（欠席　桑原委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     計10人

　署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、 

　交通課長、警備課長、広聴相談係長　　　　　　　　　　　　　 　　　計10人

諮  問 １　人身危機事案への対応について 

事  項 ２　特殊詐欺の現状及び検挙状況について

 １　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　副署長 

 ２　署長挨拶  

 ３　協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　会長 

  （1）諮問事項説明 

 人身危機事案への対応について～生活安全課長 

 【委員】人身危機事案が発生すると、その後も安全確認の電話や訪問をするとの説

 明があった。危険度を判定する基準はあるのか。 

 【警察】警察は、被害者等の安全の確保を最優先に対処している。 

会　議 切迫性、緊急性により事案の危険度を判定し、それぞれの事案に応じて被

内　容 害者に連絡等の頻度を判断している。切迫性、緊急性が高いと認められる場

 合は、電話や訪問の回数を増やすなどして安全の確認を行う。 

 【委員】ＤＶの被害者として保育園に逃げ込んでこられる親がおられ、警察にも被

 害を申し立てているとおっしゃる方がいる。警察としては、ＤＶ事案として

 把握していると思うが、子どもはぐくみ室等の行政機関との情報共有はどの

 ようになされているのか。 

 【警察】ＤＶ事案については、警察側から行政に対して、積極的に情報共有を図っ

 ている。 

 【委員】保育園や、幼稚園に対しても警察側から情報提供はあるのか。 

 【警察】個人情報の観点から、原則はない。ただし、保育園等がＤＶ等の被害を把



 握された場合などは、警察へ連絡していただき、警察側から被害者等に事情

 聴取をさせていただく場合がある。保育園等が保護者から相談を受けた場合

 などは、児童虐待の観点から、外傷、衣服の汚損、食事の摂取状況等の確認

 をさせていただきたいので、連絡をお願いしたい。 

  （2）諮問事項説明 

 特殊詐欺の現状及び検挙状況について～生活安全課長・刑事課長 

 【委員】最近、固定電話にＮＴＴファイナンスをかたって電話がかかってくる。音

 声に従ってプッシュボタンを押した。すると、「携帯電話の通話料が支払われ

 ていない。ネットの使用料が支払われていない。」という内容であったので、

 詐欺電話であると分かった。しかし知識等がない高齢者にとっては、つい話

 に乗せられて詐欺被害にかかると思われる。警察に相談すると言って被害は

 免れたが、南区でもＮＴＴファイナンスをかたった詐欺は多発しているのか。 

 【警察】ＮＴＴファイナンスのほか、多くの会社や役所をかたる詐欺電話を把握し

 ている。今、最も多いのは警察官をかたった詐欺電話である。あらゆる氏名

 を名乗ってかけてくるので十分に注意していただきたい。音声ガイダンスが

 流れるものは、詐欺電話の可能性があると思っていただいて結構である。誘

 導して、現金の要求をするので十分に注意していただきたい。 

 【委員】会社の固定電話に着信があり、番号が「県外」となっていた。不審に思い、

会　議 電話に応答することなく、留守電に吹き込まれた内容を聞いていると、「総務

内　容 省です。〇〇時間後に電話が使えなくなります。」といった内容で、すぐに詐

 欺電話であることに気付いた。 

 【警察】中央官庁をかたる詐欺電話にも、十分、注意していただきたい。 

 　　　～京都府知事及び京都府警察本部長による緊急メッセージの動画視聴～ 

  （3）その他 

 【委員】小学生の登下校時の見守り活動を行っている。不審者情報が、私の所に寄

 せられるが、全て警察に通報していいものか迷うときがある。 

 【警察】全て、通報していただきたい。ささいなことでも危険と判断する場合があ

 る。情報をいただければ、防犯メールとして関係者に送信して、事案の情報

 を周知徹底することができる。情報を入手された場合は、ちゅうちょするこ

 となく連絡をいただきたい。 

 【委員】我々にとって、警察は敷居が高い印象があり、相談しようとすることを控

 えることも多いと思うが、警察署協議会に出席させていただくと、警察官が

 一生懸命府民のために考えて動いていることが分かり、警察に相談すること

 が大事であると分かった。したがって、身近な人にも、警察に相談すれば、

 適切に対応してくれるということを伝えていきたいと思う。 

 【警察】参考意見とさせていただく。 

 ４　事務連絡 

 　　令和７年度第２回京都府南警察署協議会は、令和７年９月に実施予定である。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



第１回京都府南警察署協議会の開催状況 

 

 

       

  

  

  

  

  

      

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


